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政
治
家
の
寄
附
禁
止

政
治
家
（
候
補
者
、
候
補
者
と
な
ろ
う
と
す
る
も
の

及
び
現
に
公
職
に
あ
る
者
）
が
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に

対
し
て
寄
附
を
す
る
こ
と
（
政
党
や
親
族
に
対
す
る
も

の
及
び
政
治
教
育
集
会
に
関
す
る
必
要
や
む
を
得
な
い

実
費
の
補
償
は
除
か
れ
ま
す
）
は
、
い
か
な
る
名
義
を

も
っ
て
す
る
も
の
で
あ
っ
て
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

な
お
、
政
治
家
以
外
の
者
が
、
政
治
家
名
義
の
寄
附

を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
政
治
教
育
集
会
に
関
す
る
実
費
の
補
償
で
あ

っ
て
も
、
食
事
や
食
事
料
の
提
供
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
。

２
　
政
治
家
に
対
す
る
寄
附
の
勧
誘
・
要
求
の
禁
止

有
権
者
が
政
治
家
に
対
し
、
寄
附
を
出
す
よ
う
に
勧

誘
や
要
求
を
す
る
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
　
後
援
団
体
の
寄
附
の
禁
止

後
援
団
体
（
い
わ
ゆ
る
後
援
会
）
が
、
花
輪
、
香
典
、

祝
儀
な
ど
を
出
す
こ
と
も
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

４
　
時
候
の
あ
い
さ
つ
状
の
禁
止

政
治
家
は
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
し
、
答
礼
の

た
め
の
自
筆
に
よ
る
も
の
を
除
き
、
年
賀
状
、
暑
中
見

舞
状
な
ど
の
時
候
の
あ
い
さ
つ
状
を
出
す
こ
と
は
禁
止

さ
れ
て
い
ま
す
。

５
　
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
す
る
有
料
広
告
の
禁
止

政
治
家
や
後
援
会
が
、
選
挙
区
内
に
あ
る
者
に
対
す

る
あ
い
さ
つ
を
目
的
と
し
て
、
新
聞
、
雑
誌
、
テ
レ
ビ
、

ラ
ジ
オ
な
ど
に
よ
り
、
有
料
の
広
告
を
出
す
こ
と
は
禁

止
さ
れ
て
い
ま
す
。
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「明るい選挙」とは、投票する人が買収などに惑わされず、利害などにとらわれるこ
となく、自由な意思で投票し、選挙が公正に行われて、私たちの意思が政治に正しく反
映される選挙のことをいいます。
「明るい選挙」の実現のためには、一人でも多くの有権者が投票に参加し、加えて選
挙がきれいに行われることがたいせつですが、それにもまして、わたしたち一人ひとり
が代表者としてふさわしい人を選ぶ“目”を持つことが欠くことのできない要件です。
ところで「三ない運動」という言葉がありますが、「三ない」とは、政治家の寄附に
ついて「贈らない・求めない・受け取らない」ということです。つまり、「三ない運動」
とは、公職選挙法の政治家の寄附禁止の規定によって禁止されている行為をしないよう
にしようという運動で、「明るい選挙」推進運動の重要な目標となっています。

ルールを守って�
　明るい選挙�
ルールを守って�
　明るい選挙�
ルールを守って�
　明るい選挙�

ルールを守って�
　明るい選挙�
ルールを守って�
　明るい選挙�

選挙期日前の投票方法が変わります�選挙期日前の投票方法が変わります�

〈寄附禁止のルール〉

贈らない 受け取らない

【三ない運動】
求めない



対
象
者
が
拡
大
さ
れ
ま
し
た

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
は
、
一

定
の
条
件
に
該
当
す
る
か
た
が
自
宅
な

ど
で
投
票
で
き
る
制
度
で
す
。

こ
の
た
び
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者

投
票
に
つ
い
て
対
象
者
が
拡
大
さ
れ
、

介
護
保
険
の
被
保
険
者
証
に
要
介
護
状

態
区
分
が
「
要
介
護
５
」
と
記
載
さ
れ

て
い
る
か
た
も
、
郵
便
等
に
よ
る
不
在

者
投
票
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

代
理
人
に
よ
る
記
載
が
可
能
に

郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
が
行
え

る
か
た
の
う
ち
、
身
体
障
害
者
手
帳
に

上
肢
又
は
視
覚
の
障
害
が
１
級
と
記
載

さ
れ
て
い
る
な
ど
の
か
た
は
、
あ
ら
か

じ
め
町
選
挙
管
理
委
員
会
に
届
け
出
た

代
理
記
載
人
に
、
投
票
に
関
す
る
記
載

を
し
て
も
ら
う
こ
と
が
で
き
る
「
代
理

記
載
制
度
」
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

郵
便
等
投
票
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

く
だ
さ
い

い
ず
れ
の
場
合
も
、
町
選
挙
管
理
委

員
会
に
申
請
し
、
郵
便
等
投
票
証
明
書

の
交
付
な
ど
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。

問
合
せ
先

選
挙
管
理
委
員
会

内
線
３
４
２
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従
来
の
不
在
者
投
票�

期

日

前

投

票

�
山
□
○
郎�

内
封
筒�

記載場所にて�
投票用紙への�
記載�

山
□
○
郎�

期日前投票所�
にて投票用紙�
への記載�

投票用紙を�
内封筒へ�

外封筒へ入れ�
選挙人が署名�

白
岡
一
郎�

○○選挙�
不在者投票�
（外封筒）�

投票者� 立
会
人�

梨
野
明
三�

白
岡
一
郎�

○○選挙�
不在者投票�
（外封筒）�

投票者�

白
岡
一
郎�

○○選挙�
不在者投票�
（外封筒）�

投票者�

不在者投票管理者へ�
提出し、外封筒に�
立会人が署名�

投票管理者が�
受理を決定した�
ものを開封�

開票所へ�

投
票
箱�

手続きが簡素化され投票がスムーズになります�

投票管理者が�
投票箱へ�

選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ�
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選　　　挙�選　　　挙�

選挙人名簿登録地の市区町村で行
う投票

選挙期日の公示日又は告示日の翌
日から選挙期日の前日まで

選挙期日に仕事や旅行、レジャー、

冠婚葬祭等の用務があるなど一定の
事由（現行の不在者投票事由）に該
当すると見込まれる者

期日前投票所

午前８時30分～午後８時

基本的に選挙期日の投票所におけ
る投票の手続きと同じです。
なお、この制度は、今後行われる
選挙（白岡町では、平成16年に参議
院議員通常選挙、白岡町長選挙の２
つの任期満了による選挙が予定され
ています）から施行されます。

選挙期日前の投票手続きが大幅に簡素化され、投票しやすくなりました。
公職選挙法の一部が改正され、新たに「期日前投票制度」が創設されまし
た。この制度により、従来の不在者投票のように投票用紙を封筒に入れて、
それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなります。
（病院などでの不在者投票や郵便投票の仕方は、今までどおりです）

ルールを守って�
　明るい選挙�
ルールを守って�
　明るい選挙�

ルールを守って�
　明るい選挙�
ルールを守って�
　明るい選挙�

選挙期日前の投票方法が変わります�選挙期日前の投票方法が変わります�選挙期日前の投票方法が変わります�

対象となる投票

投票期間

投票を行うことができる者

投票場所

投票時間

投票手続き

「
郵
便
等
に
よ
る
不
在
者
投
票
」

の
投
票
方
法
が
変
わ
り
ま
し
た


